
公立大学法人下関市立大学職員の勤務時間の特例に関する規程 

平成 19 年 4 月 1 日 

規 程 第 2 7 号 

改正 令和 3 年 4 月 1 日規程第 51 号 

（目的） 

第１条 この規程は、公立大学法人下関市立大学職員就業規則（平成１９年規則第３

号。以下「就業規則」という。）第４章第２節及び公立大学法人下関市立大学有期雇

用職員就業規則（平成１９年規則第４号。以下「有期雇用職員就業規則」という。）

第４章第２節に規定する職員の勤務時間の特例について、必要な事項を定めるもの

とする。 

（専門業務型裁量労働制） 

第２条 専門業務型裁量労働制は、労使協定で定める対象職員に適用する。 

２ 前項で適用する職員（以下「裁量労働適用者」という。）が、所定労働日に勤務し

た場合には、就業規則第２０条及び有期雇用職員就業規則第２０条に定める就業時

間にかかわらず、労使協定で定める時間労働したものとみなす。 

３ 裁量労働適用者の始業・終業時刻は、就業規則第２０条及び有期雇用職員就業規

則第２０条で定める所定就業時刻を基本とするが、業務遂行の必要に応じ、裁量労

働適用者の裁量により具体的な時間配分を決定する。 

４ 裁量労働適用者の休憩時間は、就業規則第２０条及び有期雇用職員就業規則第２

０条の定めによるが、裁量労働適用者の裁量により時間変更できる。 

５ 裁量労働適用者の休日は、就業規則第２１条及び有期雇用職員就業規則第２１条

で定めるところによる。 

６ 裁量労働適用者が、休日又は深夜（午後１０時から翌日午前５時までの間をいう。

以下同じ。）に労働する場合については、あらかじめ所属長の許可を受けなければな

らない。 

（給与の割増支給） 

第３条 前条第６項の規定により、許可を受けて所定労働日の深夜、休日、休日の深

夜、法定休日及び法定休日の深夜に業務を行った場合は、次の各号に掲げる算式に

より得た額を支給する。 

(1) 所定労働日の深夜において業務を行った場合 

勤務１時間当たりの給与額×０.２５×対象勤務時間 

(2) 休日（深夜を除く。）において業務を行った場合 

勤務１時間当たりの給与額×１.２５×対象勤務時間 

(3) 休日の深夜において業務を行った場合 

勤務１時間当たりの給与額×１.５０×対象勤務時間 

(4) 法定休日（深夜を除く。）において業務を行った場合 



勤務１時間当たりの給与額×１.３５×対象勤務時間 

(5) 法定休日の深夜において業務を行った場合 

勤務１時間当たりの給与額×１.６０×対象勤務時間 

（勤務１時間当たりの給与額） 

第４条 前条に規定する勤務１時間当たりの給与額は、次に掲げる算式により計算す

る。 

給料、役職手当、大学院研究科担当手当及び専門委員手当の月額の合計額 

１箇月平均所定勤務時間 

２ 前項の１箇月平均所定勤務時間は、公立大学法人下関市立大学職員の給与に関す

る規程（平成１９年規程第３４号）第３６条又は有期雇用職員就業規則第５８条に

規定する１箇月平均所定勤務時間とする。 

附 則 

この規程は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（令和 3 年 4 月 1 日規程第 51 号） 

この規程は、令和３年４月１日から施行する。 




